
特定個人情報保護評価書（重点項目評価書）

評価書番号  評価書名

2 個人住民税　重点項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

本市は，個人住民税賦課業務における特定個人情報ファイルの取扱いにあ
たり，特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し，特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを低減させるために十分な措置を行ない，もって個人
のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

[平成30年５月　様式３]

 評価実施機関名

北海道釧路市長

 公表日

平成31年3月7日
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Ⅴ　評価実施手続

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

　（別添２）　変更箇所

Ⅳ　開示請求、問合せ

Ⅰ　基本情報

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅲ　リスク対策



Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称

 ③他のシステムとの接続

個人住民税の賦課事務

 ②事務の内容

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 ①システムの名称 個人住民税システム

 ③対象人数

【概要】
・地方税法に基づき、住民・国税庁から提出された申告情報、企業・年金保険者から提出された支払報
告書を元に住民税額を計算し賦課する。
・住民からの申請に基づき、住民税情報から課税証明書・所得証明書を発行する。
・納税者の宛名情報の特定や突合を行う共通宛名管理業務
【処理の流れ】
①住民・国税庁・企業・年金保険者・他自治体から申告情報を取得する
②取得した申告情報の一部を委託業者に提供し、電子データ化する
③各種申告情報・②で作成した電子データを行政情報システム（個人住民税システム）に取り込む
④賦課に必要な情報（生活保護・障害等）を照会し取得する（対象者が市内在住の場合は宛名システム
経由、市外在住の場合は中間サーバー経由）
⑤住民登録がない者の情報を住基ネット経由で取得する
⑥賦課情報を作成する
⑦他自治体の資料については当該自治体へ回送する
⑧税額通知作成の委託先に賦課情報を提供する
⑨課税決定者・年金保険者・各企業へ税額を通知する
⑩作成された賦課情報を中間サーバーに登録する（提供）
⑪作成された賦課情報を庁内他課へ移転する
⑫賦課情報に基づき、申請に応じて課税・非課税・所得証明書を発行する

・課税内容照会
・当初賦課
・更正処理
・証明書や納税通知書等の帳票発行
・年金特徴処理

[ 10万人以上30万人未満

 ②システムの機能

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] その他 （ )

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 住民基本台帳ネットワークシステム [[

 システム2～5

○

 システム6～10

 システム11～15

 システム16～20

1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満]

＜選択肢＞
2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

 システム1

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム



 ７．他の評価実施機関

なし

 法令上の根拠
・番号法第9条第1項　別表第一の16の項
・番号法第9条第3項

 ①実施の有無

 ②法令上の根拠

番号法第１９条第１７号　別表第二（第１，２，３，４，６，８，１１，１５，１６，１８，２３，２６，２７，２８，２９，３
１，３４，３５，３７，３９，４０，４２，４８，５４，５７，５８，５９，６１，６２，６３，６４，６５，６６，６７，７０，７１，７
４，８０，８４，８７，９１，９２，９４，９７，１０１，１０２，１０３，１０６，１０７，１０８，１１３，１１４，１１５，１１６，
１１７項）

 ４．個人番号の利用 ※

住民税賦課情報ファイル

 ５．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ②所属長の役職名 課長

 ６．評価実施機関における担当部署

 ①部署 総務部市民税課

[

 ３．特定個人情報ファイル名

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

実施する



）

○識別情報　対象者を特定するために記録
○連絡先情報　対象者の賦課期日時点での世帯情報及び税額通知の送付先の把握のために記録
○業務関係情報
　・国税関係情報 ：対象者の所得税に係る情報に基づき、住民税の賦課を行うために記録
　・地方税関係情報 ：算出した住民税額に基づき、税額通知・証明書等の帳票印刷を行うために記録
　・障害者福祉関係情報：障害者情報に基づき、控除額算定のために記録
　・生活保護関係情報 ：生活保護関連の給付情報に基づき、非課税の判定を行うために記録
　・年金関係情報 ：対象者の年金所得に係る情報に基づき、住民税の賦課及び年金特徴税額の計算を
行うために記録

[

[ ○ [ ○

[ ○

・業務関係情報

[

[ ○

 ⑤保有開始日 平成２７年１０月

 全ての記録項目

 その妥当性

 ⑥事務担当部署 総務部市民税課

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

 ③対象となる本人の範囲　※ 市民，市外在住の課税対象者，市外在住の被扶養者

 その必要性 住民税の適正な賦課を行うにあたり、特定個人情報が必要

 ④記録される項目

 ②対象となる本人の数

 １．特定個人情報ファイル名

住民税賦課情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [ システム用ファイル

[ 10万人以上100万人未満

[

] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）

・識別情報

・連絡先等情報

○

 主な記録項目　※

[

] 医療保険関係情報 ] 児童福祉・子育て関係情報 [ ○

[ ○ ○ [

]

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

] 1） 10項目未満 2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満

＜選択肢＞

4） 100項目以上

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報 ] 地方税関係情報 ] 健康・医療関係情報

] 障害者福祉関係情報

] 学校・教育関係情報

] 災害関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 年金関係情報

100項目以上

[

[

（

[

別添１を参照。

[

[ ] 個人番号対応符号 ○

[

] その他

[

] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[ ] 雇用・労働関係情報 ○



] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）○ ] 紙 [ ○

国税庁・年金保険者

] その他

[ ○

[

他自治体（

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署 （ 生活福祉事務所

企業

）

[ ○ （

 ③使用目的　※

 使用部署
市民税課、鳥取支所、春採支所、桜ヶ岡支所、大楽毛支所、阿寒町行政センター市民課、音別町行政セ
ンター市民課、阿寒湖温泉支所

 ３．特定個人情報の入手・使用

 使用者数

 ④使用の主体

] その他 （

）

[ [] 電子メール [ ○

[

 ②入手方法

）

[

 ⑤使用方法

[ ○

各種申告書の受付、住民税額の算出・通知、証明書の発行

 ①入手元　※

[

 ⑥使用開始日 平成28年1月1日

 情報の突合 ○申告情報・生活保護関係情報を突合して、非課税者を決定する【上記２・４】

100人以上500人未満

）

[ ○ ] 民間事業者 （

（

] 本人又は本人の代理人

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム] 専用線

] 地方公共団体・地方独立行政法人

）

○ バッチ処理 ）

] 行政機関・独立行政法人等

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満

[ ○

[

１．申告情報の取得
・住民・国税庁・企業・年金保険者・他自治体から申告情報を取得する
・賦課に必要な情報（生活保護・障害等）を照会し取得する
２．賦課情報を作成・通知する
・各種申告情報から賦課情報を作成する
・税額通知作成の委託先に賦課情報を提供する
・課税決定者（普通徴収対象者の場合）・年金保険者・各企業（特別徴収対象者の場合）へ税額を通知
する
３．税証明の発行
・賦課情報に基づき、申請に応じて課税・非課税・所得証明書を発行する
４．その他の異動
・必要に応じて、徴収方法の変更・税額更正等を行なう

5） 500人以上1,000人未満

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上



 ③委託先名

再
委
託

 委託事項1

 ①委託内容 給与支払い報告書や確定申告書等のデータ作成業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

再委託しない

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 ④再委託の有無　※

 委託事項11～15

[

[

[

株式会社　エイチ・シー・シー

]

＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満

 委託の有無　※

 ②委託先における取扱者数

 委託事項2～5

 委託事項6～10

 委託事項16～20

1） 再委託する 2） 再委託しない

課税情報のデータ作成

（

]

）　件

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

10人未満

委託する

1



 提供先16～20

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 提供・移転の有無

 ③提供する情報

（ ○56 ] 移転を行っている （

住民税関係情報

] フラッシュメモリ

）[ ] その他 （

 提供先2～5

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第７号　別表第２第８０項

月１回

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

 ⑦時期・頻度

[ ○

北海道後期高齢者医療広域連合 提供先1

] 提供を行っている 13 ） 件

 提供先6～10

 提供先11～15

 ②提供先における用途
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

] 行っていない

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

） 件 [

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

10万人以上100万人未満

[

[

[ [

[

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール



 移転先11～15

 移転先6～10

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

10万人以上100万人未満

[ [

[ [
 ⑥移転方法

住民税課税者
 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

[ ] その他 （

[ ] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 移転先2～5

 移転先1 福祉部障がい福祉課

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

○ [

5） 1,000万人以上

住民税関係情報

 ７．備考

 ６．特定個人情報の保管・消去

 保管場所　※

●保管
①庁内の入退室管理（ＩＣカードにより入退室者を特定及び限定）が行われている部屋に設置したサーバ
内に保管する。
②申請書・帳票等は施錠可能な部屋又は棚に保管する。
③ＢＣＰ対策として、外部の建物で施錠可能な部屋に設置したサーバ内
※これらの鍵の管理は、ログ又は台帳によって行う。

●消去
①サーバ内の情報資産については、物理的破壊又はデータ消去ソフトにより復元できないように行って
いる。
②紙媒体については、個人情報廃棄場所に廃棄し、溶解処理を行っている。

 ①法令上の根拠 番号法第９条第１項　別表第１第８項

）

 ③移転する情報

当初賦課及び更正時 ⑦時期・頻度

 ②移転先における用途

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由
児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービ
スの提供、保育所における保育の実施若しくは措置、又は費用の徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

 移転先16～20



 （別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

（２）個人住民税特定個人情報ファイル
１．個人番号、２．年度、３．宛名コード、４．宛名区分、５．賦課期日区分、６．性別、７．生年月日、８．世帯コード、９．続柄コード、１０．
生活保護該当区分、１１．本人専従区分、１２．事業所家屋敷区分、１３．被扶養区分、１４．障害者区分、１５．寡婦区分、１６．寡夫区
分、１７．個人コメント１、１８．個人コメント２、１９．個人コメント３、２０．個人コメント４、２１．賦課氏名カナ、２２．賦課氏名漢字、２３．賦
課住所区分、２４．賦課住所コード、２５．賦課住所番地、２６．賦課住所枝番、２７．賦課住所小枝番、２８．賦課住所、２９０．賦課住所方
書、３０．新規フラグ、３１．配偶者宛名コード、３２．徴収希望、３３．納通発送区分、３４．納通発送日、３５．市申発送区分、３６．未申告
区分、３７．２９４条通知日、３８．通報年月日、３９．扶養照会区分、４０．扶養照会年月日、４１．申告書発送済区分、４２．国保加入区
分、４３．世帯外被扶養区分、４４．主宛名コード、４５．主世帯コード、４６．被扶養専従者区分、４７．被扶養区分、４８．消除区分、４９．
被扶養専従異動事由、５０．異動年月日、５１．更新年月日、５２．更新時分、５３．更新職員番号、５４．特別徴収義務者コード、５５．年
金保険者用整理番号１、５６．年金保険者用整理番号２、５７．特徴税額通知－作成日、５８．特徴税額通知－対象者情報、５９．年金特
徴予定額１０月、６０．年金特徴予定額１２月、６１．年金特徴予定額２月、６２．年金特徴予定額４月、６３．年金特徴予定額６月、６４．年
金特徴予定額８月、６５．税額通知結果－受領日、６６．税額通知結果－処理結果、６７．徴収結果－１０月受領日、６８．徴収結果－１０
月各種区分、６９．徴収結果－１２月受領日、７０．徴収結果－１２月各種区分、７１．徴収結果－２月受領日、７２．徴収結果－２月各種
区分、７３．徴収結果－４月受領日、７４．徴収結果－４月各種区分、７５．徴収結果－６月受領日、７６．徴収結果－６月各種区分、７７．
徴収結果－８月受領日、７８．徴収結果－８月各種区分、７９．停止通知－作成日、８０．停止通知－各種区分、８１．停止結果－受領
日、８２．停止結果－処理結果、８３．特定誤りフラグ、８４．賦課連番、８５．徴収区分、８６．賦課レコード状態、８７．処理コード、８８．更
正事由、８９．異動年月日、９０．済期、９１．開始期、９２．済月、９３．開始月、９４．優先資料区分、９５．優先資料番号、９６．給与合算
区分、９７．受給者番号、９８．非課税区分、９９．控対配、１００．配特区分、１０１．扶養同老人数、１０２．扶養老人数、１０３．扶養他人
数、１０４．扶養特定人数、１０５．障害同特人数、１０６．障害特人数、１０７．障害他人数、１０８．扶障配含区分、１０９．本人特障、１１
０．本人他障、１１１．夫あり、１１２．未成年、１１３．老年者、１１４．寡婦一般、１１５．寡婦特別、１１６．寡夫、１１７．勤労学生、１１８．本
人専従、１１９．事業所家屋敷、１２０．均等割区分、１２１．本人希望徴収区分、１２２．青色申告区分、１２３．専従配偶者、１２４．専従他
人数、１２５．生活保護取扱区分、１２６．次年度市申発送、１２７．特徴給報資料番号、１２８．減免率１期、１２９．減免率２期、１３０．減
免率３期、１３１．減免率４期、１３２．減免率随１、１３３．減免率随２、１３４．減免開始日、１３５．変更納期限１期、１３６．変更納期限２
期、１３７．変更納期限３期、１３８．変更納期限４期、１３９．変更納期限随１、１４０．変更納期限随２、１４１．確定延滞金計算区分、１４
２．決定日、１４３．オンライン決定フラグ、１４４．通知書番号、１４５．所得控除件数（賦課）、１４６．所得控除区分（賦課）、１４７．所得控
除額（賦課）、１４８．月割額、１４９．月別特徴指定番号、１５０．月別特徴個人番号、１５１．期割額、１５２．警告コード（賦課）、１５３．エ
ラーコード（賦課）、１５４．還付加算金起算日設定、１５５．住宅特定取得以外、１５６．居住年月日、１５７．計算値老年者区分、１５８．変
更納期限随３、１５９．変更納期限随４、１６０．減免割合、１６１．減免理由、１６２．税移減税区分、１６３．年金特徴計算、１６４．年金特
徴停止月、１６５．本徴収停止依頼日、１６６．扶養年少人数、１６７．扶養成年人数、１６８．資料区分、１６９．資料番号、１７０．乙欄区
分、１７１．中途就退区分、１７２．中途就退年月日、１７３．課税対象外区分、１７４．電話番号、１７５．所得控除件数（資料）、１７６．所得
控除区分（資料）、１７７．所得控除額（資料）、１７８．専従者生年月日、１７９．専従者給与額、１８０．専従者宛名コード、１８１．専従者
個人番号、１８２．配偶者生年月日、１８３．配偶者宛名コード、１８４．配偶者個人番号、１８５．扶養者生年月日、１８６．扶養者宛名コー
ド、１８７．扶養者個人番号、１８８．扶養者控除額、１８９．警告コード（資料）、１９０．エラーコード（資料）、１９１．摘要欄存在フラグ、１９
２．扶養年少人数、１９３．年少扶養生年月日、１９４．年少扶養宛名コード、１９５．年少扶養個人番号、１９６．扶養成年人数、１９７．成
年扶養生年月日、１９８．成年扶養宛名コード、１９９．給報摘要欄、２００．課税年度、２０１．過年度連番、２０２．過年度枝番、２０３．調
定年度、２０４．過年度増分税額、２０５．過年度納期限、２０６．過年度通知日、２０７．変更納期限、２０８．賦課連番、２０９．メモ内容、２
１０．住登地住所コード、２１１．住登地住所、２１２．メモ本年度のみ、２１３．報告人数、２１４．納入書発送区分、２１５．納通等返送区
分、２１６．納通等返送日、２１７．納特区分、２１８．納特開始年月、２１９．納特終了年月、２２０．非課税人数、２２１．普徴区分、２２２．
通知書出力区分、２２３．個人番号配番区分、２２４．官公庁区分、２２５．総括表訂正有無、２２６．給報受付日、２２７．事業所異動事
由、２２８．特徴最終個人番号、２２９．特徴月割額、２３０．特徴月別人員、２３１．月割充当額、２３２．納税者ＩＤ、２３３．メモ内容、２３４．
従業員状態、２３５．停止事由、２３６．停止月、２３７．仮徴収４月、２３８．仮徴収６月、２３９．仮徴収８月、２４０．前年徴収１０月、２４１．
前年徴収１２月、２４２．前年徴収２月、２４３．依頼年月日、２４４．当初確定フラグ、２４５．プリントフラグ



 ユーザ認証の管理

 具体的な管理方法

・宛名システムを利用する必要がある職員、派遣者、委託先の特定、また、個人番号の照会を可能とす
る対象者、不可とする対象者を特定し、個人ごとにユーザーIDを割り当てるとともに、IDとパスワードに
よる認証を行っている。
・ユーザーIDについては、正確性を維持する仕組みを構築し、適宜更新している。

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 その他の措置の内容 なりすまし防止策への対応として、一定時間経過で自動ログアウトする仕組みを実装している。

[ 十分である

アクセスログを取得するとともに、定期的にログを解析できる仕組み、不正利用された場合にログを追跡できる仕組みを用意する。
その他、特定個人情報の使用にあたり、以下の措置を講じる。
　・スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない
　・統合端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置く
　・本人確認情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要となる範囲にとどめる

 リスクへの対策は十分か

Ⅲ　リスク対策　※（７．②を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスクへの対策は十分か

 ３．特定個人情報の使用

 リスクへの対策は十分か

 リスク：　目的外の入手が行われるリスク

＜システムにおける措置＞
・対象者以外の情報の入手を防止するための措置として、対象者が多数表示される一覧系の画面およ
び帳票には個人番号は表示しない仕組みとし、不用意な閲覧が行われないようにする。
・必要な情報以外を入手することを防止するための措置として、職員単位に権限管理を行い、権限がな
い者は個人番号が参照できない仕組みとし、不用意な閲覧が行われないようにする。

＜運用における措置＞
・個人番号が含まれるファイルに対し、目的を超えた入手が行われている恐れがないかなどを確認する
ため、アクセスログを取得し、定期的に点検することを可能とする。

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクに対する措置の内容

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

・個人番号利用業務以外または、個人番号を必要としない業務から宛名情報の要求があった場合は、
個人番号が含まれない情報のみを提供するようにアクセス制御を行っている。
・宛名情報の基本情報を保持する各マスタと、特定個人情報を含むデータベースを切り離して管理して
おり、特定個人情報を含むデータベースへアクセスする際は専用のAPIを使用し、アクセスログを取得し
ている。

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[

 １．特定個人情報ファイル名

住民税賦課情報ファイル

]

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

十分である

[ 十分である

3） 課題が残されている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

] 1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞[ 行っている



[ 十分に行っている

・目的外利用の禁止
・特定個人情報の閲覧者・更新者を制限
・特定個人情報の提供の禁止
・情報漏洩を防ぐための保管管理に責任を負う
・必要に応じて委託先の視察・監査を行う

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
担保

十分である

] 委託しない[

] 提供・移転しない

 具体的な方法
再委託については、事前申請書を提出させ、委託者及び受託者の管理監督のもと、委託先と同様のセ
キュリティ確保を行わせる。

[

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスクへの対策は十分か

] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

 その他の措置の内容

2） 十分である

定めている[

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

 リスクへの対策は十分か

]

十分である

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

 リスク：　不正な提供・移転が行われるリスク

 その他の措置の内容

・不適切な方法で提供・移転が行われるリスク
ファイルへ出力する必要がある場合には、ファイル出力の記録が残される仕組みが構築されている。

・誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置
正しい情報を提供・移転するため、システム内で論理チェック等を実施し、システム的に担保するとともに、適正に事務運用を行う。

・誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置
移転については、移転先と連携基盤システムを介して連携定義に基づいて相互認証を実施するため、認証できない相手先への情報の
移転はなされないことがシステム上担保されている。

 リスク：　委託先における不正な使用等のリスク

 規定の内容

1） 定めている 2） 定めていない

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

番号法及び住基法並びに個人情報保護条例の規定に基づき認められる特定個人情報の提供・移転に
ついて、本業務では具体的に誰に対し何の目的で提供・移転できるかを書き出したマニュアルを整備
し、マニュアル通りに特定個人情報の提供・移転を行う。

[ 定めている ＜選択肢＞

・情報セキュリティポリシーに則し、情報セキュリティに関する教育及び研修を実施する。
・違反行為を行った場合は、個人情報保護条例の罰則規定によリ措置を講じる。
・個人番号の盗用等が発生した場合は、番号法第7条第2項により、職権及び該当者からの申請により
個人番号の変更を行う。
・情報セキュリティポリシーに定める情報セキュリティ事故への対応に従う。
・USBメモリ・CDへの書き込みについては、全庁的に監視システムにより制御する。

[

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [

・情報保護管理体制の確認
委託先の社会的信用と能力を確認する。具体的には、ＩＳＯやプライバシーマークを必要に応じて参加条件に付したり、確認を行ってい
る。

・特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限
作業者を限定するために、作業者を記載した作業申請書を提出させる。
閲覧／更新権限を持つものを必要最小限にする。
閲覧／更新権限を持つ者のアカウント管理を行い、システム上で操作を制限する。
閲覧／更新の履歴（ログ）を取得し、不正な使用がないことを確認する。

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

] 1） 特に力を入れて行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 十分に行っている
＜選択肢＞



 リスクへの対策は十分か

 その内容

[ 十分に行っている

 リスク：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ②過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

 ①事故発生時手順の策定・
周知

 リスク２： 不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜番号連携サーバのソフトウェアにおける措置＞
①番号連携サーバの職員認証・権限管理機能により、ログイン時の職員認証のほか、ログイン・ログア
ウトを実施した職員、時刻、操作内容等の記録が実施されるため、不適切な端末操作や情報照会など
を抑止する。

＜番号連携サーバの運用における措置＞
①番号連携サーバの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人事情
報を適宜反映することで、その正確性を担保している。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可
証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、
情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つ
まり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリ
ティリスクに対応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適
切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う
機能。
（※２）番号法別表第２及び第１９条第１４号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照
会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人
情報へのアクセス制御を行う機能。

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[ ] 1） 発生あり

] 接続しない（提供）[ ○ ] 接続しない（入手）

発生なし

[ 十分である

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 再発防止策の内容

 その他の措置の内容 データバックアップを毎日実施し、外部サーバ及び外部媒体に二重保管している。

＜選択肢＞
2） 発生なし

[

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

]

[

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている
3） 十分に行っていない

2） 十分に行っている

[ 十分である

 ７．特定個人情報の保管・消去

2） 十分である

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か

 リスクへの対策は十分か

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置



 １０．その他のリスク対策

・職員に対しては、個人情報保護に関する研修を行う。
・違反行為を行った者に対しては、都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりうる。

 ８．監査

 実施の有無

 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

 ９．従業者に対する教育・啓発

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

] 自己点検 ] 外部監査

]

[] 内部監査[ ○ [

[ 十分に行っている



 ③法令による特別の手続

 ④個人情報ファイル簿への不
記載等

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

Ⅳ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
釧路市総合政策部市民協働推進課市民協働担当
釧路市黒金町７丁目５番地
０１５４－３１－４５０３

 ②請求方法 指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。

 ①連絡先
釧路市総合政策部市民協働推進課市民協働担当
釧路市黒金町７丁目５番地
０１５４－３１－４５０３

 ②対応方法
・問い合わせの受付時に受付票を起票し、対応について記録を残す
・情報漏洩等の事実確認を行うために、標準的な処理期間を条例上に規定している。



 ２．国民・住民等からの意見の聴取　【任意】

 ②しきい値判断結果 ＜選択肢＞
1） 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる
2） 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に重点項目評価を実施）
3） 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に重点項目評価を実施）

][ 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる

 ②方法

 ③結果

 ３．第三者点検　【任意】

 ①実施日

 ①方法

 ③主な意見の内容

 ②実施日・期間

Ⅴ　評価実施手続
 １．基礎項目評価

 ①実施日 平成27年3月6日



児童福祉法による障害児通所給付費、特例障
害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢
体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付
費若しくは特例障害児相談支援給付費の支
給、障害福祉サービスの提供、保育所における
保育の実施若しくは措置、又は費用の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

事前 用途内容の見直しのため

用途内容の見直しのため

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 ５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先３ ②移転先における用
途

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十
二号)による保険給付の支給又は保険料の徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの

項目

重要な変更に当たらないため
（人事異動）

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 ５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先９ ②提供先における用
途

児童福祉法による里親の認定、養育里親の登
録又は障害児入所給付費、高額障害児入所給
付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の
支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の

児童福祉法による療育里親若しくは養子縁組
里親の登録、里親の認定、又は障害児入所給
付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入
所障害児食費等給付費の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

Ⅰ 基本情報 ６．評価実施機
関における担当部署 ②所属
長

市民税課長　萩野　茂 市民税課長　佐藤　文一 事後

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十
二号)による保険給付の支給、保険料の徴収又
は保健事業の実施に関する事務であって主務
省令で定めるもの

事前

事前 用途内容の見直しのため

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 ５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先１ ②移転先における用
途

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障
害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢
体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付
費若しくは特例障害児相談支援給付費の支
給、障害福祉サービスの提供、保育所における
保育の実施又は費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

（別添２）変更箇所

用途内容の見直しのため

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 ５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先８ ②移転先における用
途

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)によ
る保険給付の支給又は保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定めるもの

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)によ
る保険給付の支給、地域支援事業の実施又は
保険料の徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

事前 用途内容の見直しのため

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 ５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先７ ②移転先における用
途

高齢者の医療の確保に関する法律による後期
高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律による後期
高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保
健事業の実施に関する事務であって主務省令
で定めるもの

事前

提出時期に係る説明

Ⅰ 基本情報 ５．情報提供ネッ
トワークシステムによる情報連
携※ ②法令上の根拠

番号法第１９条第１７号　別表第二（第１，２，３，
４，６，８，１０，１５，１６，１８，２３，２６，２７，２
８，２９，３１，３４，３５，３７，３９，４０，４２，４８，
５４，５７，５８，５９，６１，６２，６３，６４，６５，６
６，６７，７０，７１，７４，８０，８４，８７，９１，９２，
９４，９７，１０１，１０２，１０３，１０６，１０７，１０
８，１１３，１１４，１１５，１１６，１１７項）

番号法第１９条第１７号　別表第二（第１，２，３，
４，６，８，１１，１５，１６，１８，２３，２６，２７，２
８，２９，３１，３４，３５，３７，３９，４０，４２，４８，
５４，５７，５８，５９，６１，６２，６３，６４，６５，６
６，６７，７０，７１，７４，８０，８４，８７，９１，９２，
９４，９７，１０１，１０２，１０３，１０６，１０７，１０
８，１１３，１１４，１１５，１１６，１１７項）

事前 法令上の根拠の見直しのため

変更前の記載 変更後の記載 提出時期変更日

平成29年5月10日

平成29年5月10日

平成29年5月10日

平成29年5月10日

平成29年5月10日

平成29年5月10日

平成29年5月10日



用途内容の見直しのため

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 ５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先１１ ②移転先における
用途

年金生活者支援給付金の支給に関する法律に
よる年金生活者支援給付金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

年金生活者支援給付金の支給に関する法律
（平成二十四年法律第百二号）による年金生活
者支援給付金の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

事前 用途内容の見直しのため

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 ５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先１０ ②移転先における
用途

子ども・子育て支援法による子どものための教
育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支
援事業の実施に関する事務であって主務省令
で定めるもの

子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六
十五号）による子どものための教育・保育給付
の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実
施に関する事務であって主務省令で定めるもの

事前

法令上の根拠の見直しのため

Ⅰ 関連情報　５．評価実施機
関における担当部署 ②所属
長の役職名

市民税課長　佐藤　文一 課長 事後
重要な変更に当たらないため
（人事異動、様式変更）

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 ５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

提供を行っている　55件 提供を行っている　56件 事前

平成29年5月10日

平成29年5月10日

平成30年5月15日

平成31年3月7日


